
お知らせお知らせ

　北浜地区 1の検討は、平成 24 年 2 月 3 日のワークショップを持って終了します。平成 24 年の 3月頃に、最終的な

整備計画に関する説明会を開催する予定です。詳細は随時下記のホームページ等でご案内致します。

※別府港海岸の整備に関する情報は下記の別府港湾・空港整備事務所ホームページに随時掲載していきます。是非ご覧下さい。
　http://www.pa.qsr.mlit.go.jp/beppu/

＜第＜第５回 回 別府港海岸（北浜地区1）別府港海岸（北浜地区1）

整備計画検討会整備計画検討会＞
－会次第－－会次第－

 １．開会

 ２．議事

 （１）北浜地区1整備計画工程について

 （２）平成23年度第5回別府港海岸づくりワ

ークショップ（北浜地区1）内容報告

 （３）平成23年度第4回検討会の主要意見と対応

 （４）北浜地区1整備計画案について

 （５）別府港海岸保全施設の維持管理

と利活用について

 （６）環境調査、海岸利用調査報告

 ３．その他

 ４．閉会

が必要となる。また、管理用車両を入れるためのス

ロープが船溜まりと陸側を分断しており、埋立て等の

船溜まりの将来計画が不確定な現段階では不利であ

る。管理用車両は南端部ではＵターンするなどし、出

入口は空間的に余裕のある中央部、または波当たりの

弱い北端部に限定できないか。

→海岸管理者の立場からは、南側と北側に１箇所ずつ管

理用車両の出入口が設けられているのが好ましい。む

しろ中央部はあまり必要ない。

・船溜まり脇のスロープは、船溜まりの将来計画を考え

るとやめた方がよい。飛沫防止帯にスロープがつくれ

ないか。車両専用として急な勾配でもいいと思う。

・スロープは車いすだけでなく、高齢者も使うことを考

えてほしい。南端部にもバリアフリー対応のスロープ

があるといい。階段はあまり必要ない。

・必要なものを詰め込めば豊かな空間なのか。空間とし

てどうおさめるかに責任を持たなくてはならない。

・バリアフリー対応と車両用のスロープを別の勾配で両

方つくっても良いのではないか。

→高潮対策事業として、２つのスロープを設ける場合

は、整理が必要である。

・高潮対策事業として防護を考えると、２つのスロープ

を設けるのは飛沫防止帯を狭めることにもなり、理由

付けは難しい。一方、管理用車両が南北に抜けられる

ことが必要なのか疑問である。Ｕターンできれば管理

に支障はない。総合的に考えるべきである。

○維持管理と利活用について○維持管理と利活用について

・飛沫防止帯については、ワークショップで議論するこ

とになるので、その前に県と国で将来的な維持管理等

を踏まえて協議して頂きたい。

・維持管理の問題は重要である。愛着を持って維持管

理・利用して頂くには、デザインを詰める際、地域の

人たちと意見交換することが重要である。次年度の進

め方を工夫して頂きたい。

・別府の海岸線は立入禁止ばかりである。子供世代が海

岸を利用できるよう、ソフト面で住民が関われるよう

に考えて頂きたい。

→維持管理の実施組織として考えている協議会を設置

し、餅ヶ浜地区を対象に動いている。今後は、北浜地

区1を含め、活動を広げていければと思っている。

○環境調査について○環境調査について

・市では将来的に餅ヶ浜地区の桟橋を釣り桟橋として利

用したいと考えている。北浜地区1で撤去する消波ブ

ロックを桟橋前に魚礁的に投入できないか。

・環境モニタリング調査を行って欲しい。事業が国の手

を離れ、県や市にわたっても調査を継続して欲しい。

→餅ヶ浜地区でモニタリングを実施し、消波ブロックの

利用効果などを確認している。今後も可能な限り続け

たいと考えている。

議事における委員のご意見と、対する事務局等の

対応等（→部分）は以下のとおりです。

○霞堤の効果検証について○霞堤の効果検証について

・霞堤の越波流量は、12.5ｍの幅の平均ではなく、霞堤

の裏の開口部だけで計測して評価すべきではないか。

→開口部だけの越波流量を実験で計測することは可能だ

が、結果をどう評価するかは検討が必要である。

・利用者としては、霞堤は便利である。越波流量が基準

を超えた場合は、グレーチングで透水層に戻すなどで

対応して欲しい。

→シミュレーション結果では、12.5mの幅で平均化すると

基準である越波流量0.01m3/m/sを満足するため、この

結果からはグレーチングをつける必要はない。

・実験結果とシミュレーションの整合性を確認すること。

○北端部の計画案について○北端部の計画案について

・楠港の突堤に隣接して出入口（スロープ）を配置する

と景観的に心地よくない。また、シーサイドビルに向

いており、目線が合う可能性がある。南にずらし、透

水層と飛沫防止帯の中を通っていくイメージがよい。

・親水護岸の事例を見渡しても、安全管理の手すりや、

水の循環の問題などから良い事例が見あたらない。海

岸の親水空間は環境が整わない限り大々的にはつくら

ないほうが良い。

・齋藤研究室案は、護岸を伝ってきた波と突堤を伝って

きた波が一緒になり、海に降りる階段を駆け上がって

くる可能性があるのではないか。

○中央部の計画案について○中央部の計画案について

・中央部の海に降りる階段は、防護上設置しない方が好

ましいとのことだが、つくり方に知恵が出せないか。

→波の状況等を考えると、安全管理上、通常は立入禁止

が前提になり侵入防止柵を付けることになる。管理者

となる大分県の意見も含め議論が必要である。

・管理者の立場としては、波が強く危険なこと、降りた

先の基礎部も滑りやすいことから、階段の設置には反

対である。

・階段の配置案は、階段と護岸のパラペットに挟まれ、

非常に狭く使いづらいだろう。作るのであれば、形状

は再検討する必要がある。

・中央部と北端部には、既存の魚礁に被覆ブロックが接

している場所がある。魚礁は重要な漁業生産の場であ

るので、漁業者との連携や調整が必要である。また、

立入禁止等の看板に合わせ、漁業者と調整して海の動

植物の採取禁止といった掲示も付けてほしい。

・既存の魚礁にかからないよう検討するべきである。

→小型の被覆ブロックを使用することで検討する。

○南端部の計画案について○南端部の計画案について

・南端部は波当たりが強く、背後の空間も狭いため、管

理用車両の出入口を設けると、護岸の嵩上げや前出し

議事のまとめ議事のまとめ

北浜地区 1 の検討として最後となる今回の検討会では、はじめに事

務局から今後の整備工程について説明した後、河村委員より、昨年 10

月に開催された第 5 回ワークショップでの意見交換の内容を報告して

頂きました。続いて、事務局より前回の第 4 回検討会における主要意

見を説明し、それらの意見を元に見直した北端部、中央部、南端部を

中心とした整備計画案について説明しました。これに対し、齋藤委員

より、特に北端部の平面配置について、スロープ・階段の位置を変更

した案をご提案頂きました。その後事務局より、餅ヶ浜における維持

管理の取組みや他の海岸での事例を紹介し、北浜地区 1 における整備

後の維持管理と利活用の方向性、環境調査結果と、別府港海岸整備の

対象 4 地区について行った海岸利用の実態調査結果について報告しま

した。委員の方々には、これらの検討、調査結果をもとに、北浜地区 1

の整備計画案について議論して頂き、今後の検討方法も含めてご意見

を頂きました。

別府港海岸（北浜地区１）の整

備計画の策定にあたり、学識経験

者、住民代表及び行政からなる

「第５回別府港海岸整備計画検討

会」(小島委員長：九州共立大学名

誉教授）を、平成23年11月29日

（火）午後3時より亀の井ホテル別

府店にて開催しました。

北浜地区1における最後の検討会

となる今回は、これまでの検討に

おける課題等を踏まえ、防護構造

を見直した上での北端部、中央

部、南端部の平面配置案、飛沫防

止帯の構造案、その他立入禁止柵

等の付帯設備の案、環境調査の結

果等を提示し、討議しました。

第５回別府港海岸（北浜地区１）整備計画検討会別府港海岸（北浜地区１）整備計画検討会を開催しましたを開催しました

検討会の内容検討会の内容

今回の検討会のまとめと今後について今回の検討会のまとめと今後について

今回の検討会において、以下の点が確認されました。

・防護機能については、今後水理模型実験で確認する。実験では霞堤の効果も把握することとし、ワーク

ショップでの意見も踏まえて計画案に反映させていく。

・防護機能を確保した上で、自由度のある施設上部の詳細なデザインは、１月のワークショップで住民の意

見を踏まえて決めて行く。

・北端部については、齋藤研究室案をベースに検討を進める。

・管理用通路の設置（特に南端部）、飛沫防止帯については、事務局と海岸管理者である大分県で調整を行う。

・検討会は本会で終了し、今後は、上記の方向性で検討を進め、防護構造などに大きな変更がない限りは、

小島委員長一任の元、最終的な整備計画案を策定していく。

上記方向性が確認されたことを受け、事務局では、平成 24 年 2 月にワークショップ、3 月に住民説明会を

実施し、住民の皆様のご意見を伺いながら、上部の詳細なデザイン等、検討を進めていきます。
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防護形式に関わる技術検討①霞堤の検討防護形式に関わる技術検討①霞堤の検討

標準的な護岸構造のなかで、背後地から護岸上へアクセスする部分は、

パラペットに開口部を設け、開口部の前面に段違いのパラペットを設置し

て、アクセスを容易にしつつ越波を抑制する形状をしています（本検討で

は、この構造を便宜的に｢霞堤｣※と呼称しています）。この構造が越波につ

いての所定の基準を満たすかどうか、3次元の数値計算法を用いて必要な規

模等を含めて検討を行いました。この数値計算法による検討結果では、霞

堤であっても防護の基準を満たす結果となりました。ただし、実際の護岸

や波を、数値計算がどの程度再現しているかといった再現性の問題がある

ため、再現性がより高いと考えられる水理模型実験を今後行い、最終的な

確認を行います。

防護形式に関わる技術検討②排水工の検討防護形式に関わる技術検討②排水工の検討

アクセス部と一般部の水たたき部の高低差を処理するために、水たたき

部を部分的に傾斜させる必要があります。水たたきとは、前面パラペット

を越えた波が打ちつける部分ですが、傾斜に沿って越波した波が集中し、

防護機能を発揮出来ない可能性が指摘されていました。そこで、傾斜した

水たたきの下端部に排水工を設け、集中した波を透水層に排水する構造を

検討しました。

必要な規模は傾斜によって異なりますが、排水工によって傾斜部に集中

する波を十分排水することが可能であることを整理しました。

環境調査結果報告環境調査結果報告

北浜地区1について、一定の測線部に関する春季の

藻場の状況と確認された魚種等について報告しまし

た。基部についてはヒジキが確認され、干潮時の水面

（基準はD.L）から-1.0m～-2.0m付近にはワカメ、消

波ブロック法先にはワカメ・ノコギリモクといった海

藻が確認されたほか、魚礁ではキヌバリ、スズメダ

イ、カサゴなどの魚種が確認されました。

北端部の平面配置に関する提案北端部の平面配置に関する提案

北端部の平面配置案に対して、模型等を用いた齋藤

委員からの提案がありました。まず、事務局の提示し

た案について、スロープと階段を併設しているために

間延びした印象となっていること、階段がシーサイド

ビルに向いており、居住者のプライバシーを守る上で

問題であること、円形テラスを低くすると大潮時等に

冠水し、漂着ゴミ等によって利用・景観上の問題を引

き起こす等の問題が指摘されました。その上で、階段

を省略し、スロープの向きをシーサイドビルを避けた

配置とし、円形テラスを採用せずにシンプルにまとめ

た案が提案されました。

測線調査結果

開口部

霞 堤

※｢霞堤｣とは、河川の伝統工法の名称で、堤防のある区間に開口部を設け、上流側と下流
側の堤防が二重になる不連続な堤防を指します。洪水時に下流に流れる流量を減少する機
能があります。本来の語法とは異なりますが、霞堤の不連続な堤防の形になぞらえて、本
検討で提案している不連続のパラペットを、便宜的に「霞堤」と呼称しています。

数値計算に用いた「霞堤」の平面配置例

一般部の護岸構造の見直し
（赤枠部が前回提示案から修正した箇所）

北端部における排水工の設置例

波をコンピューターで三次元的に再現
し、上記12.5mの幅を越える流量を計測

傾斜部

排水工の設置
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既設の被覆石

既存消波ブロック法尻

前出し幅13.0m
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6.0m（北側）
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（透水層）

6.0m（北側）
5.5m（南側）
（飛沫防止帯）

高潮潮位　+3.5

満潮位　　+2.5

平均水面　+1.3

干潮位　　±0.0
（基本水準面）

+5.5 +5.5
+4.7

直立消波ブロック
（高さ1.7m、幅4.5m）

○海域環境・水産活動への影響
・根固方塊を加えたため、被覆ブロック
の法尻が、当初案よりも沖に出る

○波返しの設置
・防護効果の向上するため、前面およ
び背面パラペットを波返しを設置

○根固方塊の設置
・直立消波ブロックの安定のため、根
固方塊（L4.0×B2.5×t1.2）を設置

被覆ブロック（6t）

一般部の断面構造の見直し一般部の断面構造の見直し

一般部の断面構造については、

第4回検討会および第5回ワークシ

ョップにおいて、概ね了承が得ら

れましたが、防護効果の向上の観

点から、前面および背後のパラペ

ットを波返し構造とすることを提

案しました。また、護岸の安定性

の観点から精査し、基礎部に根固

方塊を設置する必要があることが

確認されました。根固方塊の設置

により、基礎部が前回提示案より

も沖側に広がるため、魚礁との関

係を再整理しました。

既存護岸法線

平面配置と飛沫防止帯構造、付帯設備の提案平面配置と飛沫防止帯構造、付帯設備の提案

防護形式に関わる技術検討および第4回検討会、第5

回ワークショップでのご意見を踏まえ、再度北端部、

中央部、南端部の平面配置および飛沫防止帯の構造等

について提案しました。北端部については収斂する可

能性のある端部の円形テラス部を、親水性を考慮して

低くする案、低くしない案、規模を小さくする案を提

案しました。中央部については、護岸の基礎に降りる

階段（落水者用）を付ける案、付けない案、南端部に

ついては、管理用車両の出入口を設ける案と設けない

案について提案しました。

円形テラス

また、飛沫防止帯については、前回のワークショッ

プにおいて齋藤研究室から提案のあった空間イメージ

に加え、高潮時に飛沫防止帯に流れ込むことが想定さ

れる越波に対して、土砂等が流れ出さない構造のパタ

ーンおよび樹木の配置イメージ等を整理しました。

付帯設備については、安全管理のための案内板、透

水層部への立入を禁止する柵、落水者救護のためのは

しごや浮輪について、イメージと配置を提案しまし

た。

北端部の平面配置案（円形テラスを低くした場合）北端部の平面配置案（円形テラスを低くした場合）

中央部の平面配置案（落水者対応の階段を設けた場合）中央部の平面配置案（落水者対応の階段を設けた場合）

南端部の平面配置案（管理用車両の出入口を設けた場合）南端部の平面配置案（管理用車両の出入口を設けた場合）

北端部の平面配置案に対する齋藤委員からの提案模型
（齋藤研究室作成）

北端部の平面配置案に対する齋藤委員からの提案模型
（齋藤研究室作成）

飛沫防止帯の構造例（飛沫防止帯を石垣で分割したパターン）飛沫防止帯の構造例（飛沫防止帯を石垣で分割したパターン）

スズメダイスズメダイキヌバリキヌバリ

水
深
（
m
）

既設消波ブロックからの距離（m）
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